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平成玲年2月

山形県被災建築物応急危険度判定連絡協議会

が発足しました

山形県被災建築物

応急危険度判定通信

平成7年1月17E15時46分頃、淡路島を震源とする

マグニチュードフ.2の地震が発生し、神戸、洲本で

は震度6を記録する等、阪神・淡路地域を中心に死者

6400名余、住宅被奔50万棟余を初め"大な被害を

生じました。牙U震等による 2次被害を防止し被災住

民の安全確保を図るため被災公共団体の要請を受

,ナ建設省、住宅・都市整備公団じ・邪寺)、他の公典団

体等の建築技術者・延べ5下人により、 2月の初め

までに約4万6下棟の被災建築物応急危険度判定が

行われました。同時に「兵足4具南剖"四妥被災度判定

体制支援会議」(委員長:rMⅡ日煩男東大教授(野時))

が全国からボランティアの民問建築士、学識経験者

を募り戸建住宅を中心に札1談にあたられました。

その成果と教訓を踏まえ、応急危険度判定の尖施

方法等の標準化や都道府県の相亙支援体制を確立

し、迅速かつ的確な応急危険度判定の実施が出来る

よう、翌年の平成8年4月全国被災建築物応急危険

度判定協議会が設立されました。

その後恊議会は、被災建築物応急危険度判定マニ

ユアルの策定・民問判定士等ネ削賞制度の創設・全国

連絡司畔東の実施等を行っております。平成12年3月

で全国の登録判定士は約9万5千人にのぼります。

国内の地震のみならず、トルコ・台湾地震にも国際

技術協力として、その成果は生かされております。

山形県においても、千名の登録判定士が迅速かつ的

確な応急危険度判定の実施が出来るよう、県、市町村

及び関係団体の役割を明確にして応援体制を整備する

ために、平成 12年3月10日に山形県応急危険度判定

連絡恊議会を発足しました。判定士の皆様には、一層

の御恊力をお願い申しあげます。
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全国における平成12年度応急危険度判定の実績

. .
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名

新島・神津府アニ宅島近海を震源とする地震

三宅島平成 12年6月26日

神津島平成 12年7月1日

新島平成 12年7月15日

阿定対象建築物

地

判定実施期問

域

東京都

三宅村、祥吃紅島村、新島村佳斤島・式根11肘

村、名

イ卞宅

応急危険度判定士の皆様には、被災地において、地元

市区町村長または、都道府県知事の要請により応急危険

度判定を行い、余震等による被災建築物の倒壊、部材の

落下等から生じる 2 次災害を防止し、住民の安全の確保

を図るための重要な役割を担って頂いております。

三宅村

宅村平成 12年7月3日~5日

神津島村平成 12年7月5日~10日

新島村街51次)平成 12年7月17日~19日

(第 2 次)平成 12年8月2日~8 門

7棟

1棟

神津島村

定実施

443 棟

第1次(若郷地区)

(式根地区)

第2次(若郷地区)

延人数

地

判定

2人

震

判定実施主体

6人

棟数

29 棟

3人

名

発1丁

68 棟

6人

調査済

鳥取県西部地震

平成 12年10月6日

判

41棟

判定結果

25 棟

102 棟

定

【鳥取県】

【岡山県】

【島根県】

如棟

要注意

判定対象建築物

山形県士木部建築住宅課

Tel 023-630・2641

Fax 023-630-2639

地

4棟

2棟

3棟

21棟

【鳥取県】米子市、境港市、西伯町、会見町、

岸本町、日吉津村、淀江町、大山町、名和1珂、

中山町、日南町、日野町、江府町、溝口町

【岡山県】新見市、大佐町

【島根県】伯太町

判定実施期問

域

51棟

鳥取県

新見市、大佐町

島根県

危険

25 棟

8棟 2棟

1棟

全国被災建築物応急危険度判定協議会ウェブページアドレス

http://WWW.kenchiku・bosai.or.jp/Jimukyoku/oukyu/oukyu.htm

↓具名

7棟

"鳥取上具

敏棟

イ主宅

岡山県

【鳥取県】

【岡山県】

【島根県】

島根県

延人数

約 300 人

判定

計

平成 12年10月

平成 12年10月

平成 12年10月

24 人

棟数

8人

3,849 棟

184 棟

調査済

47 棟

4,080 棟

7日~20日

9日~10日

10日~H e

2,019 棟

判定結果

Ⅱ6棟

要注意

2,138 棟

3棟

1,395 棟

61棟

危険

43 棟

1,499 棟

435 棟

体主

合

定

判
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新
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伊豆諸島地凄飾島ノの応急危隣度判建に携わって

.

平成 12年7月15日(士)、午前 10時00分頃、伊

豆諸島新島近海において、震源の深さ 10 加、マグニ

チュード6.2 震度6弱の地震が発生した。この地震に

より新島村若郷地区及び式根地区に災害があった。特

に新島村若郷地区に甚大な被害があった。

今回の地震による被害状況の調査依頼が新島村より

あり、第一次諦]杏として、 18日と 19日の 2日問で宅

盤・擁壁及び建物の被害について事前の調査を行い、

調査の方法・範砥1・棟数の把握をし、第二次調査の資

料・を作成した。

第二次調査は、亊前の調査資料に基づき、 8村3日

と4日の2日闇実施され、東京都都市計画局技術職員

6名が派遣されて、応急危険度判定を行った。

事前調査資料に基づき新島村及び都市計画局職員が

リストアップしてあった被災建築物を2名一組とし

て、 3班に地域分割をし調査を開始した。今回2次調

査の対象となった新島村若劉"也区は西伯仂ゞ海に面し、

東仰仂ゞ山に接した地域である。

この地域の建物のヰ村散として坑火石造(コーが石)の

建物が全体の約70%を占めていることである。骨組み

は(柱・梁)鉄筋コンクリート造であるが壁材として

新島特産の坑火右を無筋でコンクリートブロックと同
様に枝み上けたものである。

そのため今回の地震による被害が一寸轡大きくなった

と、思われる。また、鉄筋コンクリート部分についても

建築年度が古く、さらに塩害によるコンクリートの劣

化及び鉄筋の腐食が多く見受けられ、これらの要素が

瞳なり柱、梁の他裂、ひび割れ、により建物の任ψ喪、

↓}■の崩壊等の被害が出たものである。

. . . . . . . . . .

約 30%を占める木造の建物は 15・16年ほどまえか

ら建築されるようになりこれらの建物については、倒壊

した建物はなく一部基礎のひび割れ、地盤の変動による

傾き等が見受けられた。

今回の剖'1査のホ古果は、、ド記のとおりであり、危険と判定

した建物の中には東伽上11の崖崩れの恐れのある建物が

多く含まれている。

新島村の世帯数と人口

世帯数 1,271世帯 3,198人
内訳新島村本村地区:863世帯 2,201人

"若恕陞也区:137世帯 413人

"式根地区:271世帯 584人

調査棟数 102棟(81宅地)危険と思われるものNぴ

要往意と思われるもの 51棟、調査済(支障無し)しふ

われるもの51棟であった。

今回の新島での被害は直下型地震であり人的被害は

無く、家屋の被害にとどまっていた、しかし、新島村の

地形が前述のとおり海と山に挟まれた状況にあり、地震

による山の崩落(今回も・一部崩落により落石があり大災

害の恐れあり)、津波の発生等により人的被害になる可

能性があった。

今回は、実施本部や支援本部を設置しての正式な応急

危険度判定ではなかったが東京都にとっては、貴重な実

地体験となった。しかし、もし東京都区内においてこの

ような地震が発生した場合には非常に大きな災害が予

想され、そのためには余程の周到な準備が必要である。

東京都都市計画局建築指導部調査課伊藤正雄
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,烏取倶西部地震の概要と'急危隣度判建の内容にフnて

①応急危険度判定実施までの概要
今回の鳥取県西部地震では、約3時問後に翌日(10

月7日)から西部地域の2市12町村で応急危険度判
定を実施することを決め、判定士の支援を鳥取県建築

士会に要諸しました。

被害状況を踏まえ、危険度判定は鳥取県内のボラン

ティア判定士により実施することとし、各市町村役場

と連携して、判定の必要のありそうな建物(危険な建

物)、調査希望のあった建物を重点的に訓査しました。

②応急危険度判定の実施ネ'!1果
実施時期 1 0月7日~ 1 0月2 0日

(10 打 H e~20日はN井典を荊卸1→

対象地域:米子市、境港市、西伯郡、日野郡

の14市町村

開査方法:判定の必要のありそうな建物σ倒倹な

建4勿、調査希望のあった建物を重点的

に調査

調査体制

③ 応急危険度判定を実施した地域における被害
の特殊性

今回の鳥取断Wq部地震では、地震被害について2つの

吐也域による牛"朱1生」がありました。

第1は、液状化による被害です。米子市とザ兪巷市では、

イ主宅団地の建物等で本休はほとんど無被害にも拘わら
ず、地盤の液状化により令体的に傾斜した例が多くあり
ました。

第2 は、が町原地が山1}・"地だったため、敷地周囲のイゴ垣、
擁壁等の崩壊の危険性の高い建物が数多くあったこと
です。

危険度判定実施の際には、判定調査表により判断しま
したが、判定士により個人差がかなり生じたのではない

かと思われます。

今後は、判定マニュアルの運用についての検討も必要
ではないかと努えます。

市1町木

米・f士木嘔務所

建築住宅課

建築物安全パトロールチーム

県民扣談窓口設羅

調査1、員

朋査結果

鳥取県士木部建築課

パトロール既編制(各班2名新砺艾)

2 0 ~ 40 班(40 ~ 8 0 /＼)

(社)鳥取県建築士会

延約300人以上

影"でf件数 3,849件

「危険」と判定したもの

「要江意」と判定したもの 1 ,

「調査済1 と判定したもの 2,

④応急危険度判定の事後処理

今回の応急危険度判定の実施は、余震等による2次災
害を防ぐという点では非常に有意義だったと思います。

しかし、一方で、判定ステッカーの「危険」、「要注意j
を貼られた家屋の住民に、家屋の危険状態、使用方法、
今後の復旧対策の取り想み方法等について、過大な心

配、謬U祥を与えているとの指摘がありました。このよう

な不安をー・刻も早・く払拭し安心して復旧作業が進めら
れるよう、応"ゾ劃瑜度判定終了後、民冏建築上にょる側
別の巡回和談(「危険」、「要注意」を貼られた家屋の侘
民に対して、危険度判定実施の趣旨説明、判定内容の正

刷がよ情帳提供、修繕方法のアドバイス等を行う)を突施
しました。

ネ占果的には、この巡回相談の実施が被災Xに対して安
心感を・与えることになり、細やかな住民サービスができ

たと思います。

435件

395件

019件

ー゛'一乍_

ー'ー"

曵"

会峰

達弓塞§_ι契

椴 建

判定結果の!{よイ寸

おわりに

今回の鳥取県西部地震を経験したことにより、防災刈
策整備の必要性を切実に感じました。

特に、地震の際に建築上の果たすべき役割が、応急危
険度判定にとどまらないということが大きな教訓とし
て明らかになりました。危険度判定が延べ約300人に

対し、今回の地震での全動員数は延べ 1,000人を上回る
ものとなっています。

今後は、早・急にその反省点をまとめて検証し、総合的
な防災・復旧休制の見直し、整備を進めなければならな
いと思っています。

●蛤

1殉
武
.

ー
ニ

^
'
排
嬰
一
'
'
、
¥

、
、
子
卜
 
J
 
}

タ
 
j
 
,
、



Q 15.建築士の資格はあるが、まだ
応急危険度判定士の登録はしてい

なかった。この場合判定活動に参

加することができるのですか。

. .

Q 16.判定結果にミスがあった場
合、その責任は問われるのですか。

.

Q17.判定活動における補償制度は
あるのですか。あれば、その保険

料は誰が負担するのですか。

Q18.判定活動を家主等に拒否され

た場合どぅすればよいのですか。

A.応急j削瑜度判定は、各都道府県から認定登録を受けた応急危険度判

定士が、各都道府県等からの要請により参加することになります。
従って、判定上の登録のないノ＼は参加できないことになりますので、 メL'

非登録するようにして、トさい。

Q 19.応急危険度判定コーディネー
ターとはどのようなことをする人

なのですか。

A.判定についての責任は基本的に判定実施主体の地方自治体にあり、

個人の責任まで問われるものではありません。

しかし、応急危険度判定は地震の二次災害防止のため、応急的に建物の

安全性をチェックするものであり、その陛格上できるだけ正確に行って
下さい。

Q20.判定士が準備する判定資機材
にはどのようなものがあります

か。

A.民冏判定士等が応急危険度判定の訓練活動や判定活動を行う場合の

芥捌賞制度があります。また、その保険料については、各地方自治体が負
担しています。

A.応急j画険度判定の主旨について、パンフレット等を使用してよく説

明し、それでも理解を得られない場合は無理に行わず、調査用紙にその
旨記入し、次に移って下さい。

応急倉隣度判定士の登録の吏新

.

個応急危険度判定士認定の有効期間は5年間です。
平成8年に認定を受けた方は、今年で5年目になり、
登録の更新を行いました。

佃平成9年に認定を受けた方は、平成M年に更新手続
きが必要となります。

A.実施本部、判定拠点及び支援本部において、判定実施のために、""'
定上の指導・戈援を行う行ψ如織員及び判定業務に精通した地域の建築1~
係団体等に属する方です。具体的な業務は、判定士の受付、判定士のチ
ーム新布戈、判定資機材の配布、判定士が現場に赴く前の注意事項などを
説明し、連絡訟搾気こあたる方です。

A.判定資機材は、判定に使用する資機材です。

判定士力迦町茄する判定資機材は、登録証、ヘルメット、筆記用具、状況
に応じて、雨具(ビニール合小D、防寒具(ジャンパー、ミニカイロ)、

水筒、マスク等があります。

応急倉炭度¥4症士登録の担当窓々か変吏されます

●応急危険度判定士の登録事務は、制度が制定された

平成7年度から12年度まで本庁の土木部建築住宅課
が担当していましたが、平成 13年4月 IEはり、住
所地を所管する総合支庁建設部建築課が担当しま
す。

@平成W年4月以降の変更の届出や認定の更新印請書
等は、次の窓口に提出してください。

@更新手続きについては、個別に御連絡しますが、有

効期闇の満了の 90日前から 30日前までに申請す
ることとなっています。

個更新申請書は、個別に送付します。

@更新時期が近くなりましたら、更新申請書に添村

る写真(縦 3Cm、横2.5Cm) 2枚と認定証を征Ⅲ倒茄

くださるようお願いします。

0村山総合支庁建設部建築課

山升多市鉄る御町二丁目 19-68

0最上総合支庁建設部建築課

新庄市金沢字大道上加34

0置賜総合支庁建設部建築課

米沢市金池七丁目卜50

0庄内総合支庁建設部建築課

三川町大字横山字袖東 19-1

■(代)呪3一舵卜別00

〒990-24兜

血(代)02器一器・UⅡ

〒996-00呪

血(代)呪38-24-23Ⅱ

〒 992-0012

1矼(f効 0235-66-2111

〒997-13兜


